
































































































































































































































































事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

地域の燃料供給体制については、乗用車の燃費向上等による
石油製品の需要が減少する中、人手不足・後継者難等の課題
により供給体制が脆弱になる地域の増加が懸念される。そのため、
先進的な技術開発等の支援、自治体による取組の支援を通じ
て、持続可能な燃料供給体制を構築することを目的とする。

成果目標・事業期間

短期的には、SSの総合エネルギー拠点化、地域コミュニティ・インフラ化、多機能化、
業務効率化に資する技術等の確立、燃料供給に関する計画を策定した自治体に
おけるSSの維持・確保を目指す。

最終的には、持続可能な燃料供給体制の構築（SS減少率がガソリン需要減少
率を下回ること）を目指す。

事業概要

（１）先進的技術開発等支援

サービスステーション（以下「SS」）の総合エネルギー拠点化、
地域コミュニティ・インフラ化、多機能化、AI等を活用した業務効
率化に向けた、先進的な技術開発等を支援する。

（２）自治体による取組の支援

SS過疎地等において自治体主導による燃料供給体制の確保
を円滑化するため、①燃料供給に関する調査・相談等に要する
経費、②自治体による燃料供給に関する計画策定に要する経
費、③自治体が策定した燃料供給に関する計画に基づくSSの
設備整備・撤去費用等を支援する。

地域における新たな燃料供給体制構築支援事業費
令和８年度概算要求額 5.3億円（5.3億円） 資源エネルギー庁資源・燃料部燃料流通政策室

補助
（10/10）

民間団体等 民間企業等国

補助
（定額）

（１）先進的技術開発等支援

（２）自治体によるSS承継等に向けた取組の支援

補助
（10/10,3/4,1/2）

民間団体等 民間企業等国

補助
（定額）



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

災害時には、住民生活や復旧活動を支えるガソリン・軽油等の
燃料供給拠点となるサービスステーション（以下「SS」）の機能
を確保することが重要になる。そのため、近年頻発する災害等を
踏まえ、SSの災害対応能力を更に強化することを目的とする。

成果目標・事業期間

災害時において本事業で支援を行ったSSのうち営業可能なSSの
稼働率100％を目指す。

事業概要

（１）SSにおける災害対応能力強化に係る設備導入支援

災害時に備えたSSにおけるガソリン、軽油等の石油製品の十分

な在庫量を確保するための地下タンクの入換・大型化、ベ－パ－

回収設備の導入、災害時に緊急車両等に優先給油を行う中核

SSや被災地の住民向けに燃料供給を行う住民拠点SSの自家
発電設備の入換を支援する。

（２）緊急時の石油製品供給に係る研修・訓練等の支援

災害時に円滑な対応ができるよう、緊急車両等へ給油訓練等を

行う災害時対応実地訓練及び自家発電設備の点検研修等の

実施を支援する。

（１）SSにおける災害対応能力強化に係る設備導入支援

（２）緊急時の石油製品供給に係る研修・訓練等の支援

災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業費
令和８年度概算要求額 6.7億円（6.7億円）

補助
（10/10,3/4,2/3, 

1/2,1/4）

民間団体等 民間企業等国

補助
（定額）

※ 地下タンクの入換・大型化：3/4、2/3、1/4、

 ベーパー回収設備：1/2、自家発電設備の入換：10/10

民間企業等国

補助
（定額）

資源エネルギー庁資源・燃料部燃料流通政策室



災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金
令和８年度概算要求額 47億円（37億円）

事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

災害時において、道路等が寸断した場合に、LPガス充填所やガ
ソリンスタンドなどの供給側の強靱化だけでは燃料供給が滞る可
能性があることから、需要家側においても自家発電設備等を稼
働させるため、自衛的な燃料備蓄体制を構築し、災害時におけ
る施設機能の継続を目的とする。

成果目標・事業期間

多数の避難者が発生する避難所等への設備導入の促進を通じ
て、社会的重要インフラにLPガス・石油製品の「自衛的備蓄」を
促し、災害対応能力の強化を目指す。

事業概要

（１）避難所や避難困難者が多数生じる施設等に設置する
LPガスタンク、石油タンク等を導入する者に対し、LPガスタンクや
LPガス空調機器等の購入や設置工事費に要する経費の一部を
補助する。

（２）避難所や病院等、災害時において特に重要な拠点とな
る施設にLPガスタンク、石油タンク、自家用発電設備等を導入す
る自治体に対し、タンクの購入や設置工事及び施設改修等に要
する経費の一部を補助する。

民間企業等 民間企業等国

補助
（定額）

(1),(2)補助
（1/2、2/3等）

資源エネルギー庁資源・燃料部燃料流通政策室
資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

火力発電の発電電力量が減少する一方、再生可能エネルギー
の導入が進展していき、時間ごとの出力変動が大きくなる中で、
調整力としての機能向上が一層求められることから、火力発電の
調整電源としての機能強化のため、負荷変動や機動性に対応し
たタービン等の技術開発に取り組む。
また、CCUSの普及にはCO2排出源からのCO2分離回収コスト
の低減が重要であるところ、CO2濃度や圧力などガス性状に応じ
た技術を確立し、CO2分離回収コストの低減を目指す。
カーボンリサイクルロードマップを踏まえ、カーボンリサイクルの技術
開発を進めるとともに、CO2サプライチェーン構築に向けた調査・
実証や国際展開の在り方のついての検討を行う。

成果目標・事業期間

令和5年度から令和8年度までの事業であり、

短期的には火力発電の次世代化・高効率化の技術開発を推進
し、加えて火力発電所等の脱炭素化に向けてCO2分離回収、
カーボンリサイクルに関する技術開発や国際展開等に取り組むこと
で、最終的には2050年カーボンニュートラル実現を目指す。

事業概要

（１）再エネの導入拡大に向けて、発電設備の高効率化や調
整力の向上に資する技術開発を行う。

（２）火力発電所等から発生するCO2を従来より安価に分離
回収できる手法の実証を行う。

（３）CO2を資源として、燃料や化学品、コンクリートやセメント
の原料に活用するカーボンリサイクルに係る技術開発を行う。

（４）CO2排出者と利用者が連携し、地域内のCO2循環の
在り方についての検討を行う。

（５）カーボンリサイクルの国際的な普及展開に向けた検討等
を行う。

カーボンリサイクル・次世代火力発電の技術開発等事業
令和８年度概算要求額 71億円（130億円）

資源エネルギー庁資源・燃料部

（１）～（５）燃料環境適合利用推進課

（５）資源開発課 石炭政策室

委託・補助

（1/2、2/3、1/3）

国⽴研究開発法⼈
新エネルギー・産業
技術総合開発機構
（NEDO）

民間企業等

国

交付金

民間企業等
委託

（１）～（４）について

（５）について



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

CCUSは2050年カーボンニュートラルの達成に向けて鍵となる技
術であり、本事業では、北海道苫小牧市における大規模CCS実
証、CO2船舶長距離輸送技術開発、安全かつ低コストなCO2
貯留技術の研究開発等を通して、CCUSの事業化に必要な技
術の開発・実証を行う。また、我が国技術の国際展開に向け、技
術開発の国際動向調査や規格化に取り組む。

成果目標・事業期間

事業概要

我が国の2050年カーボンニュートラル実現に向け、CCUSの事業

化を図るため、以下の事業を実施する。

（１）苫小牧CCS大規模実証：海洋汚染防止法に基づき、

苫小牧CCS大規模実証試験において圧入したCO2の分析及び

海域の状況の監視（モニタリング）等を行う。

（２）液化CO2船舶輸送実証：世界に先駆け、船舶を用い

た液化CO2の長距離輸送の実証を行う。

（３）安全なCCS実施のためのCO2貯留技術の研究開発：

CO2貯留における安全性を担保するため、低コストかつ実用規

模の安全管理技術の確立に向けた研究開発を実施する。

（４）CCS国際連携事業等：CCSに関するバイ・マルチでの協

力、国際動向調査および国際規格化に向けた取組を行う。

CCUS研究開発・実証関連事業
令和８年度概算要求額 87億円（75億円）

資源エネルギー庁資源・燃料部

燃料環境適合利用推進課 CCS政策室

委託

民間企業等国
国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合
開発機構（ＮＥＤＯ）

交付金

LCO₂輸送実証試験船「えくすくぅる」

平成30年度から令和８年度までの９年間の事業であり、

短期的にはCCS事業開始に必要な技術の確立を目指す。

中期的には2030年代初頭のCCS事業開始への貢献を目指す。

最終的には2050年に年間1.2~2.4億トンのCO2圧入を目指
すとともに、CCUS技術を通じてカーボンニュートラルの実現に貢献
する。

































福島特定原子力施設地域振興交付金
令和８年度概算要求額 84億円（84億円）

事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

「中間貯蔵施設等に係る対応について」（平成26年8月8日環
境省、復興庁）（※）を踏まえ、福島県に対して、福島第一
原子力発電所の事故という特殊事情に鑑み、平成27年度から
30年間にわたって継続して交付金を交付。
（※） 「中間貯蔵施設等に係る対応について」（平成26年8月8日環境省、復興庁）抜粋

福島第一原子力発電所に係る電源立地地域対策交付金

福島第一原子力発電所に係る電源立地地域対策交付金については、同原子力発電所の事故によ

る廃炉という特殊事情に鑑み、現行の同原子力発電所に係る特例措置（毎年度67 億円）を増

額（＋17 億円）し、増額分を県に対して30 年間継続して交付することとします（総額で510 億

円の増額）。

成果目標・事業期間

平成27年度から30年間にわたって、福島県に対して交付金を交
付し、住民の生活の利便性の向上や産業振興を図る。

事業概要

福島県に交付金を交付。この交付金は、住民の生活の利便性
の向上や産業振興を目的として行われる以下の各種事業の費
用に充てることができる。

①公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置

②企業導入・産業活性化措置（企業の導入の促進のための事
業、地域の産業の近代化及び活性化のための事業）

③福祉対策措置（社会福祉施設、教育文化施設又はスポー
ツ・レクレーション施設の整備及び運営）

④地域活性化措置（地域の産業振興に資する事業、地域の
特性を活用して当該地域の魅力を向上する事業、地域の自然
環境等の維持・保全及び向上を図る事業） 等

交付金 交付金

福島県 市町村国

交付金

福島県国

資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課



事業形態、対象者

事業目的

国際原子力機関（IAEA）に対し特別拠出を行い、原子力
に関する情報発信・透明性向上、原子力発電導入に不可欠な
基盤・環境整備を支援するとともに、東京電力福島第一原子力
発電所の廃炉から得られる知見・教訓を国際社会と共有する。   
また、経済協力開発機構／原子力機関（OECD／NEA）に
対して拠出を行い、原子力発電等に関する政策・技術・経済的
な検討に参加することを目的とする。

さらに、原子力発電を導入しようとする国に対し、原子力の平
和利用等に係る制度・人材育成等の基盤整備に関する協力を
行うことにより、これらの国における安全かつ確実な原子力発電導
入に寄与する。

原子力国際協力事業
令和８年度概算要求額 8.0億円（7.6億円）

事業目的・概要

事業形態 拠出金（１）（２）

補助（３）

対象者  民間事業者等（事業内容別資料を参照）

（２）経済協力開発機構原子力機関拠出金

OECD／NEAにおける、原子力発電、核燃料サイクル、放射性
廃棄物等に関する活動に対して拠出金を拠出し、各国が取り組む
べき共通の課題の解決を目的とした専門家による最先端の知見や
豊富な経験の共有、各種報告書とりまとめ等の活動、新規導入国
を含めた幅広い対話等に参画・牽引する。

（３）原子力発電の制度整備のための国際協力事業費補助金

原子力発電導入検討国からの専門家の招聘、我が国専門家の
当該国への派遣等を通じ、原子力発電導入に必要な法制度整備
や人材育成等を中心とした基盤整備支援事業を行う民間事業者
等に対して補助を行う。

資源エネルギー庁

電力・ガス事業部 原子力政策課（（１）～（３））

電力・ガス事業部 原子力発電所事故収束対応室（（１）のみ）

事業概要

（１）国際原子力機関等拠出金 

我が国が派遣するコスト・フリー・エキスパートを中心として、セミナーや
ワークショップの開催、IAEAのレビューミッションの派遣等を行い、
廃炉、放射性廃棄物処理、基盤整備支援等を行う。また、
IAEAの国際的な専門家グループを東京電力福島第一原子力
発電所へ派遣し、廃炉の進捗状況に対する評価・助言等を実
施する。



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

国際原子力機関（IAEA）に対し特別拠出を行い、我が国と

IAEAが持つ知見、技術、リソースを活用し、原子力に関する情

報発信・透明性向上のノウハウの普及、原子力発電導入に不

可欠な基盤・環境整備を支援するとともに、東京電力福島第一

原子力発電所の廃炉から得られる知見・教訓を国際社会と共

有することを目的とする。

成果目標・事業期間

平成18年度からの事業であり、原子力の平和利用に資するプ
ログラムの着実な実施により、令和17年度において14件の成果
物の獲得を目指す。

事業概要

我が国が派遣するコスト・フリー・エキスパートを中心として、セミ

ナーやワークショップの開催、IAEAやそれ以外の国際的な専門家

グループによるレビューミッションの派遣等を行い、原子力平和利

用や廃炉、放射性廃棄物処理に関する公衆の理解促進、その

ためのコミュニケーションスキルの向上、高いレベルの安全性等の確

保に資する原子力発電導入国の基盤整備支援を行う。また、
IAEAの国際的な専門家グループを東京電力福島第一原子力
発電所へ派遣し、廃炉の進捗状況に対する評価・助言等を実
施するとともに、知見・教訓を国際社会と共有する。

国

原子力国際協力事業のうち、

（１）国際原子力機関拠出金
令和８年度概算要求額 4.9億円（４.9億円）

資源エネルギー庁

電力・ガス事業部 原子力政策課

電力・ガス事業部 原子力発電所事故収束対応室

国際原子力機関
（IAEA）

拠出金



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

経済協力開発機構／原子力機関（OECD／NEA）が提供
している、原子力発電や核燃料サイクル、放射性廃棄物等に関
する政策・技術・経済的な検討を行う議論や、参加国同士の幅
広い対話等の場に参画・牽引し、同機関を通じた活動分野を我
が国の原子力行政と整合的なものとしつつ、最先端の情報や専
門的な知見を獲得することを目的とする。

成果目標・事業期間

平成18年度からの事業であり、令和12年度には公開レポート
数60件を目指す。

事業概要

OECD／NEAにおける、原子力発電、核燃料サイクル、放射
性廃棄物等に関する活動に対して拠出金を拠出する。これらの
分野で、国際的な知見・経験を結集して取り組むべき共通の課
題の解決を目的とした、各国の専門家による最先端の専門的知
見や豊富な経験の共有、各種報告書とりまとめ等の活動や、原
子力利用国から新規導入国まで含めた幅広い対話等に参画・
牽引する。

原子力国際協力事業のうち、

（２）経済協力開発機構原子力機関拠出金
令和８年度概算要求額 1.2億円（0.9億円）

資源エネルギー庁

電力・ガス事業部 原子力政策課

経済協力開発機構／
原子力機関

（OECD/NEA）

拠出金

国



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

原子力発電を導入しようとする国に対し、核不拡散・平和利用、

原子力損害賠償等に係る制度整備・人材育成等の基盤整備

に関する協力を行うことにより、これらの国における安全かつ確実

な原子力発電導入に寄与するとともに、ひいては国際的な原子

力安全の強化に資することを目的とする。

成果目標・事業期間

平成21年度からの事業であり、本事業を活用して、安全な原
子力発電の導入に向けて取り組み、かつ我が国の安全性の高い
原子力技術の導入に関心を持つ国の数が令和10年度までに
16ヵ国となることを目指す。

事業概要

原子力発電導入検討国からの専門家の招聘、我が国専門家
の当該国への派遣等を通じ、原子力発電導入に必要な法制度
整備や人材育成等を中心とした基盤整備支援事業を行う民間
事業者等に対して補助を行う。

原子力国際協力事業のうち、

（３）原子力発電の制度整備のための国際協力事業費補助金
令和８年度概算要求額 1.9億円（1.9億円）

資源エネルギー庁

電力・ガス事業部 原子力政策課

国

補助
（1／2、定額）

民間企業等









事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

原子力については、エネルギー基本計画（令和７年２月閣議
決定）において「再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安
全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用すること
が必要不可欠である」と位置付けられているところ、我が国及び諸
外国における原子力の利用状況等に関する動向調査を行うこと
で、今後の原子力政策の方向性等に係る検討に活用することを
目的とする。

成果目標・事業期間

令和元年から令和９年までの９年間の事業であり、契約した調
査成果を政策の検討に100％活用し、今後の原子力政策の適
確な立案につなげていくことを目指す。

事業概要

発電用原子炉等をめぐる諸外国の原子力政策の変化や国内外
の産業界の動向等、今後の原子力政策の的確な立案に資する
調査を行う。

民間企業等国
委託

原子力の利用状況等に関する調査委託費
令和８年度概算要求額 2.1億円（2.3億円）

資源エネルギー庁

電力・ガス事業部原子力政策課

調査実績（例）

◼ 国内外における原子力政策・産業動向調査等

◼ 国内外における原子力イノベーションの動向調査

◼ 国内外における原子力人材に関する調査

◼ 諸外国における原子力発電所の利用に関する事項の調査



事業形態、対象者

事業目的

エネルギー基本計画（令和７年２月閣議決定）において、 
「原子力については、いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、
国民の懸念の解消に全力を挙げる必要がある」、「再生可能エネ
ルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果
の高い電源を最大限活用することが必要不可欠」としている。

本事業では、原子力の安全性向上に資する技術開発や分散
電源など社会的なニーズに対応できる原子力技術開発の支援を
目的とする。

事業概要

（１）原子力の安全性向上に資する技術開発事業

軽水炉安全技術・人材ロードマップ（平成29年3月改訂）に
おいて、経済産業省が取り組むべきであり、かつ優先度が高い
とされた課題の解決等に向けて、研究機関やメーカー等が実
施する原子力の安全性向上に資する技術基盤の整備、技術
開発を支援する。

原子力の安全性向上及び社会的要請に応える革新的な技術開発支援
令和８年度概算要求額 19億円（20億円）

事業目的・概要

（２）社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業

安全性・信頼性・効率性の一層の向上に加えて、多様な社会的
要請にも応える原子力技術のフィージビリティスタディや開発の支
援、また、民間企業等がイノベーションを進めるのに必要となる共
通基盤技術の開発を支援する。

事業形態 補助事業（１）（２）

委託事業（１）

対象者  民間事業者等（事業内容別資料を参照）

資源エネルギー庁

電力・ガス事業部原子力政策課



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

東京電力福島第一原子力発電所の事故で得られた教訓を
踏まえ、今後も更なる安全性向上に向けた取組を加速させていく
ことが必要である。

エネルギー基本計画（令和７年２月閣議決定）では「原子
力については、いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国
民の懸念の解消に全力を挙げる必要がある」とされているところ、
原子力の安全対策高度化に資する技術開発を支援し、安全技
術の水準向上を図る。

成果目標・事業期間

平成24年から令和９年までの16年間の事業であり、

短期的には軽水炉安全に係るシミュレーション手法やデータベース
等の成果の数について10件を目指す。

中期的には軽水炉安全に係るシミュレーション手法やデータベース
等の成果の数について20件を目指す。

最終的には軽水炉安全に係るシミュレーション手法やデータベース
等の成果の数について、令和９年度までに30件を目指す。

事業概要

軽水炉安全技術・人材ロードマップ（平成29年３月改訂）にお
いて、経済産業省が取り組むべきであり、かつ優先度が高いとされ
た課題の解決等に向けて、研究機関やメーカー等が実施する原
子力の安全性向上に資する技術基盤の整備、技術開発を支援
する。

令和８年度は、過酷事故時に損傷しにくい事故耐性燃料の
部材開発と照射試験、原子炉の長期運転実現に向けた炉内構
造物の健全性評価手法の高度化など、既存軽水炉の更なる安
全対策高度化に資する技術開発を実施予定。

補助
（1/2、2/3）

民間企業等 民間企業等国

補助
（定額）

民間企業等国
委託

原子力の安全性向上及び社会的要請に応える革新的な技術開発支援のうち、

（１）原子力の安全性向上に資する技術開発事業
令和８年度概算要求額 16億円（16億円）

事業支援例

◼ 過酷事故時に損傷しにく事故耐性

燃料の部材開発や照射試験

◼ 原子炉の長期運転実現に向けた炉

内構造物の健全性評価手法の高

度化

資源エネルギー庁

電力・ガス事業部原子力政策課

コーティング被覆管の外観



事業概要

（１）安全性・信頼性・効率性の一層の向上に加えて、多様
な社会的要請にも応える原子力技術のフィージビリティスタ
ディ・開発を実施。

（２）民間企業等がイノベーションを進めるのに必要となる共通
基盤技術の開発を、これまでの原子力開発に関する知見や施
設を有する日本原子力研究開発機構において実施。

事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

エネルギー基本計画（令和７年２月閣議決定）では、「再
生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱
炭素効果の高い電源を最大限活用することが必要不可欠」であ
り、原子力の「新しい安全対策に係る技術開発を促進し、実用
化を加速する」こととしている。本事業では、原子力技術の高度
化に資する技術開発を支援することにより、安全性の更なる向上
に加え、分散電源など社会的なニーズに対応できる原子力技術
の開発を目的とする。

成果目標・事業期間

令和元年から令和９年までの９年間の事業であり、

短期的には、令和７年度までに技術開発の成果を企業の自社
事業として、２件引き継ぐことを目指す。

中期的には、令和９年度までに技術開発の成果を企業の自社
事業として、５件引き継ぐことを目指す。

最終的には、企業の自主事業として引き継がれた成果を令和14
年度までに、規格基準への適用を１件目指す。

原子力の安全性向上及び社会的要請に応える革新的な技術開発支援のうち、

（２）社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業
令和８年度概算要求額 2.8億円（3.8億円）

補助
（2/3、3/4）

民間企業等 民間企業等

国

補助
（定額）

国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構

（JAEA)

補助
（定額）

（１）

（２）

資源エネルギー庁

電力・ガス事業部原子力政策課

事業支援例

◼ 多用途モジュール式超安全マイクロ炉の開発

◼ 熱貯蔵及び熱利用を含む原子炉システム

安全性評価技術の開発



原子力産業基盤強化事業
国庫債務負担行為要求額 34億円 ※令和８年度概算要求額31億円（39億円）

資源エネルギー庁

電力・ガス事業部原子力政策課

補助（定額） 補助（1/2）
国 民間企業等 民間企業

（１）サプライチェーン強化事業

（２）原子力人材の育成支援事業
委託

国 民間企業等

委託
国 民間企業等

事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

成果目標・事業期間

令和７年から令和11年までの５年間の事業であり、
最終的には、原子力利用の安全性・信頼性を支えている産業基
盤の維持・強化に向けて、原子力関連機器・サービスの実用化
５件、事業者連携による業界協調の取組３件、研修者の理解
度80％以上となることを目指す。

事業目的

エネルギー基本計画（令和７年２月閣議決定）において、
「我が国の原子力産業・人材基盤は、高い国産化率と技術を誇
り、国内経済や雇用に対する貢献度も高く、既設炉の再稼働や
革新軽水炉・小型軽水炉等の次世代革新炉の開発・設置に向
けても不可欠である」としている。

本事業では、原子力産業・サプライチェーン全体の強化のため、
①世界トップクラスの優れた技術を有するサプライヤの支援、②技
術開発・再稼働・廃炉などの現場を担う人材の育成等に取り組
む。これらの取組を通じ、人材・技術・産業基盤を維持・強化し、
不断の安全性追求と技術力向上に取り組むとともに、電力の安
定供給に向けた原子力産業の構築を図ることを目的とする。

事業概要

（１）サプライチェーン強化事業

世界トップクラスの技術力や経験を有している国内サプライヤに
よる原子力関連機器・サービスの安全性や信頼性向上に資す
る技術開発、事業撤退を余儀なくされる事業の継承、製造プ
ロセスにおけるデジタル化の促進等を支援。加えて、持続可能
な原子力産業基盤の実現に向けた課題に複数の事業者が連
携して取り組むこと等を促進。

（２）原子力人材の育成支援事業

現場技術者の技術開発力強化・運転保守業務の技能向
上・事故への対応能力強化のための講義や実習等により、原
子力産業の現場を支える人材を育成。

事業支援例

◼ デジタル活用による職人の技能伝承や代替サプライヤへの承継、海外規格
への対応

◼ 業界大での機器・部素材の供給途絶対策

◼ 現場人材の技能向上や対応能力強化による原子力人材の育成

～支援対象のイメージ例～ ～人材育成講座の受講風景～



事業形態、対象者

事業概要

本事業では、バックエンド問題の解決に向けた以下の取組を行う。

（１）高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開
発事業

高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関し、具体的な地点を
対象とした調査評価のための基盤となる技術を先行的に整備し、
処分事業等の円滑化を図るとともに、将来世代が最良の処分方
法を選択できるよう、代替オプションに関する技術開発を進める。

（２）低レベル放射性廃棄物の処分に関する技術開発事業

低レベル放射性廃棄物のうち、放射能レベルが比較的高い廃棄
物を対象とする中深度処分に関し、人工バリアや周辺岩盤の長
期にわたる機能確認方法の確立を行うための技術開発等を行う。

（３）放射性廃棄物共通技術調査等事業

国外における政策動向・研究開発動向を調査するとともに、人材
の確保・育成に向けた方法を調査・検討する。また、クリアランス
金属に関し、再利用先拡大に向けた取組を進める。

最終処分を含むバックエンドプロセス加速化事業
令和８年度概算要求額 52億円（53億円）

資源エネルギー庁電力・ガス事業部

（１）～（４）放射性廃棄物対策課

（５）原子力立地・核燃料サイクル産業課

事業目的・概要

事業形態 補助事業（４）、（５）

委託事業（１）、（２）、（３）、（５）

対象者  民間事業者等（事業内容別資料を参照）

（４）深地層の研究施設を使用した試験研究成果に基づく当該
施設の理解促進事業

深地層研究施設を有効に活用した学術的研究に対して継続的に
補助を行う。

（５）使用済MOX燃料の再処理技術等に係る研究開発事業

使用済MOX燃料を安全かつ安定的に再処理するための技術の実
用化に向けた研究開発を実施するとともに、再処理工場・MOX燃
料工場の安定的な運転に向けた技術開発等を支援する。

事業目的
第7次エネルギー基本計画（令和7年2月）において、原子力
における対応について、「使用済燃料の再処理を始めとする核燃
料サイクル、円滑かつ着実な廃炉、高レベル放射性廃棄物の最
終処分といったバックエンドへの対応はいずれも原子力を長期的に
利用していくにあたって重要な課題である」としている。本事業では、
バックエンド問題の解決に向けた技術開発を行うことを目的とする。



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

高レベル放射性廃棄物等の地層処分は、高い放射能を有する
放射性廃棄物を地下300ｍ以上の深さに数万年以上に渡って
人間環境から隔離する目的で実施されるが、将来世代へ負担を
先送りしないためにも、着実に実施する必要がある。

第7次エネルギー基本計画（令和７年２月）において、「国、
NUMO、JAEA等の関係機関が、全体を俯瞰して技術開発を着
実に進め、最新知見を定期的に反映するとともに、その専門的な
評価が国民に十分に共有されることが重要である」としており、「地
層処分研究開発に関する全体計画（令和5年度～令和9年
度）」（令和5年3月公表）に沿って地層処分等に係る技術的
信頼性の更なる向上を目指す。

そこで、処分事業の操業開始までの長期的な展開を視野に入れ、
具体的な地点を対象とした調査評価のための基盤となる技術を
先行的に整備し、処分事業等の円滑化を図るとともに、将来世
代が最良の処分方法を選択できるよう、代替オプションに関する
技術開発を並行して進めることを目的とする。

成果目標・事業期間

平成10年から令和９年までの30年間の事業であり、

短期的には要素技術を統合化するための道筋を立てる。

長期的には構築した要素技術を統合化して、処分事業のプロセ
スにおける地質環境調査～設計・施工・操業～安全評価の一
連の流れの実現性について、総括的に取りまとめる。

事業概要

本事業を通じて、我が国の地下環境に着目し、沿岸部の地質
環境調査、設計手法、火山や断層、地震などの自然事象の影
響を評価する技術、地下坑道を閉鎖する技術、人工バリアの長
期的な挙動や放射性核種の移行を評価する技術、廃棄物を回
収する技術、代替処分オプション技術に関する研究開発を実施
する。これにより、国民の地層処分に対する信頼感を醸成するとと
もに、地層処分を着実に実施するための基盤技術を整備する。

最終処分を含むバックエンドプロセス加速化事業のうち、

（１）高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業
令和８年度概算要求額 34億円（37億円）

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 放射性廃棄物対策課

民間企業
委託

国

高レベル放射性廃棄物の地層処分の概念図



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

第７次エネルギー基本計画（令和７年２月）において、「廃炉
等に伴って生じる廃棄物は、低レベル放射性廃棄物の処分場確
保を含めた処理・処分を、発生者責任の原則の下、原子力事
業者等が着実に進めることを基本としつつ、国として、その円滑な
実現に向けた戦略を検討し、必要なサポートや指導を行う。」とし
ている。原子力発電に伴って発生する低レベル放射性廃棄物の
うち、放射能レベルが比較的高い廃棄物を対象とする中深度処
分（地下70m以上の深さ）に関し、地下空洞型処分施設の
閉鎖後の人工バリアの長期健全性を確認するためのモニタリング
技術の開発を行い、中深度処分事業の円滑化を図ることを目的
とする。

成果目標・事業期間

昭和62年から令和11年までの38年間の事業であり、

短期的には、中深度処分で対象とする深度に存在する堆積岩
用の計測装置の開発や、施設設計や安全性も考慮した設計
オプシ ョ ンの整備に関する技術開発計画を立案する 。
長期的には、開発した計測装置の適用性を実際の試験空洞な
どにおいて確認するとともに、信頼性の高い設計オプションを整備
することで、中深度処分技術開発の信頼性を向上させる。

事業概要

中深度処分施設の閉鎖後の長期的な管理に資するために、実
際の地下環境に構築された中深度処分を想定した実物大の地
下空洞を活用し、人工バリアや周辺岩盤の長期に亘る機能確
認方法の確立を行うための技術開発等を行う。

最終処分を含むバックエンドプロセス加速化事業のうち、

（２）低レベル放射性廃棄物の処分に関する技術開発事業
令和８年度概算要求額 1.7億円（1.7億円）

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 放射性廃棄物対策課

民間企業
委託

国

廃棄物の種類と量

原子炉を解体して発生する廃棄物のうち、低レベル放射性
廃棄物は２%。放射能レベルに応じて処分する。



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

高レベル放射性廃棄物等の地層処分を始めとして、放射性廃
棄物処分については長期的事業展開等を視野に入れた継続的
取組が不可欠である。そこで、処分事業等の円滑な推進に資す
るため、事業の基盤となる共通的な技術を先行的に整備するとと
もに、人材の確保・育成に向けた方法を調査・検討することを目
的とする。

また、今後原子力発電所の廃炉の本格化に伴い発生量の増加
が見込まれるクリアランス金属*1に関し、加工プロセスの安全性の
実証を行った成果を活かし、更なる再利用先拡大に向けた取組
を進めることを目的とする。

*1:放射能レベルが極めて低く、人の健康に対する影響を無視できるレベル

以下のものとして、原子力規制委員会の確認を受けたもの。

成果目標・事業期間

平成12年からの事業であり、短期的には、国際的動向や国内外の研
究開発ニーズと整合を図る情報を収集する。また、人材の確保・育成
に向けた方法を調査・検討する。加えて、クリアランス金属取扱実績の
ある地域において、調査等を実施する。

長期的には、国外の処分事業の動向や調査分析・研究開発動向を
把握し、処分事業へ反映する。また、技術開発・事業推進に携わる人
材の適切な育成を行う。加えて、クリアランス制度の社会定着を目指す。

事業概要

放射性廃棄物の処分については、諸外国でも同様の問題を抱え
ており、それぞれの国において技術調査・分析、研究開発等が行
われている。これらには、我が国における放射性廃棄物処分と共
通する調査・研究も含まれているため、国外の調査分析・研究開
発動向を調査するとともに、わが国における放射性廃棄物処分に
とって重要かつ基礎的な課題についての研究助成を通じて研究
者・技術者を育成する。

また、クリアランス制度の社会定着に向けた再利用先の拡大のた
め、これまでの実績を元にした展開等を行う。

最終処分を含むバックエンドプロセス加速化事業のうち、

（３）放射性廃棄物共通技術調査等事業
令和８年度概算要求額 2.2億円（2.2億円）

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 放射性廃棄物対策課

民間企業国

最終処分の実現に向けた原子力利用国の状況

委託



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

第7次エネルギー基本計画（令和7年2月）において「幌延の深
地層研究施設等における研究成果を十分に活用していく。」こと
とされている。また、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基
本方針（令和5年4月28日閣議決定）において、国及び関係
研究機関は「深地層の科学的研究等の基盤的な研究開発
（略）等を積極的に進めていく」こと、及び「地方公共団体、関
係住民及び国民の理解と協力を得ながら」責務を果たしていくこ
とが求められており、地層処分に関する研究を進める上で「深地
層研究施設」は極めて重要な施設であるとともに、同施設に対す
る地元住民の理解が必要不可欠である。

将来、深地層研究施設が実際の最終処分施設になってしまうの
ではないかという地元住民等の不安払拭のため、当該施設を有
効に活用した学術的研究に対して継続的に補助を行い、研究
成果を通じて地元や関連分野に貢献することで、当該施設に対
する地元住民等の不安を払拭するとともに、研究開発への理解
促進を図ることを目的とする。

成果目標・事業期間

平成15年から令和10年までの26年間の事業であり、

短期的には、深地層の研究施設を活用した成果を学会や論文
等で発表し、関連学術分野に貢献する。

長期的には、深地層の研究施設を活用した成果を通じて地域に
貢献し、深地層研究への地域理解を促進する。

事業概要

これまでに、堆積岩中の微生物に関する研究、微生物の働きに
より二酸化炭素（CO2）をメタン（CH4）に変換する技術の開
発等を実施している。

当該施設を活用した学術研究を促進し、CO2の削減に寄与する
可能性のある技術開発を行うことで、深地層の研究施設に対す
る地元等の理解を促し、高レベル放射性廃棄物の地層処分に
関する研究を円滑に実施する。

最終処分を含むバックエンドプロセス加速化事業のうち、

（４）深地層の研究施設を使用した試験研究成果に基づく当該施設の理解促進事業
令和８年度概算要求額 1.6億円（1.6億円）

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 放射性廃棄物対策課

民間企業

補助
（定額（10/10））

国

微生物を利用して石炭層からメタン
ガスを生産する事業のイメージ

幌延深地層研究センターで発見された
二酸化炭素からメタンを生成する
新種の微生物の顕微鏡写真



事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

第7次エネルギー基本計画において、使用済MOX燃料の再処
理については「国際連携による実証研究を含め、2030年代後
半を目途に技術を確立するべく研究開発を進めるとともに、その
成果を六ヶ所再処理工場に適用する場合を想定し、許認可の
取得や実運用の検討に必要なデータの充実化を進める」こととさ
れている。

これを踏まえ、本事業では、核燃料サイクル政策の推進に向け、 
使用済MOX燃料の再処理技術に関する技術基盤を整備する 
こと等を目的とする。

成果目標・事業期間

平成26年度から令和13年度までの18年間の事業であり、

短期的には、使用済MOX燃料の安全かつ安定処理が可能とな
る要素技術等の整備を目指す。

長期的には、使用済MOX燃料の再処理等に向けた取組を可能
とすることを目指す。

事業概要

（１）使用済MOX燃料の再処理技術に関する研究開発

使用済MOX燃料は使用済ウラン燃料と比較して、プルトニウムの
含有率が高いため硝酸への溶解性が低いなど、特有の課題があ
る。そのため、本事業では、使用済MOX燃料を安全かつ安定的
に再処理するための技術の実用化に向けた研究開発を実施する。

（２）ガラス固化やMOX燃料製造に関する技術開発等

再処理工場・MOX燃料工場の安定的な運転に向けて、以下の
技術開発等を支援する。

①使用済燃料の仕様の多様化に対応したガラス固化技術

②再処理によって得られたMOX粉末から、安定的にMOX燃料
を製造するための技術

最終処分を含むバックエンドプロセス加速化事業のうち、

（５）使用済MOX燃料の再処理技術等に係る研究開発事業
令和８年度概算要求額 12億円（11億円）

資源エネルギー庁  

電力・ガス事業部  

原子力立地・核燃料

サイクル産業課

民間企業等国

（１）委託
（２）補助（1/2）

（出典）日本原燃株式会社

高レベル放射性廃棄物
（ガラス固化体）

使用済燃料
使用済MOX燃料

MOX燃料

最終処分場

MOX
燃料工場

再処理工場
原子力発電所

「プルサーマル」を実施

（１）使用済MOX燃料の再処理
技術に関する研究開発

（２）ガラス固化やMOX燃料製造
に関する技術開発等
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